
サ

ー〆

の
で
、
承
服
の
吉
田
先
舟
か
ら
起
。
‘
百
年
除
も
酬
制

約
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
信
尚
は
他
部
の
設
問
を
僻

し
た
が
自
艇
の
閑
姐
を
附
ゼ
ず
、
治
問
承
織
の
法
こ

こ
に
断
絶
し
た
と
い
ふ
。

ザ
ン
ガ
h
y
コ
ウ
チ
ゲ
カ
ン
カ
イ
ギ

算
皐
鈎
致
下

巻
解
義
一
加
。
中
根
系
閥
抗
の
釘
者
近
藤
信
行

が
、
石
堕
…
信
闘
の
若
な
る
邸
内
子
鈎
致
下
容
に
集
め
て

あ
る
釘
額
間
姐
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

ザ
ン
ガ
ク
チ
セ
ト
三
ケ
口
瀬
戸

路
局
側
M
K
怖

と
能
菅
島
の
活
と
の
附
の
海
峡
で
‘
俗
に
一
品
毛
渡
と

も
耕
す
る
。
そ
の
間
僅
か
に
六
五

O
米。

サ
ン
ガ
コ
歩
コ
ジ
ヨ
ウ
キ
=
一
タ
固

古
城
記

一

加
。
加
越
能
=
一
ヶ
凶
の
古
城
制
を
列
把
L
、
之
が
城

主
等
を
略
記
し
た
も
の
で
、
若
者
は
不
明
で
あ
る
。

ザ
ン
ガ
コ
ヲ
ゴ
リ
ヨ
ウ
プ
ン
シ
ダ
イ
=
一
タ
図
御

領
分
次
第

一
加
。
有
課
武
点
若
。
前
凶
氏
の
所
領

加
到
・能
脅
・
越
中
=
一
ヶ
闘
を
、
利
家
・
利
長
二
代
の
聞

に
全
開
す
る
に
主
っ
た
次
第
を
記
し
た
も
の
で
あ

る。

、J

、，。

+
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7吋サ

ン
ガ
ニ
チ
三
ヴ
目

元
旦
か
ら
三
日
に
宇
一る

附
は
、
金
仰
城
の
諸
門
に
松
飾

・
注
辿
織
を
粧
ひ
、

河
北
門
・石
川
門
・
橋
爪
門
・
三
之
丸
等
に
足
加
盟
を
配

誼
L
、
先
手
物
聞
及
び
閉
場
務
行
亦
番
加
に
在
っ
て

答
備
に
任
じ
た
。
昌
司
械
の
士
は
普
段
斗
目
・
腕
上
下

を
お
則
す
る
を
裂
し
、
特
に
知
行
八
百
石
以
上
の
士

は
長
上
下
を
老
け
た
。
但
し
滞
侯
在
江
戸
の
留
守
中

に
在
つ
て
は
、
先
手
物
関
等
は
附
U

備
し
な
い
。
諾
士

の
多
数
は
、
こ
の
間
に
務
侯
に
封
L
年
頭
の
拝
賀
を

行
ふ
。
四
日
か
ら
鷲
城
の
殺
は
儀
式
に
関
す
る
者
の

外
皆
前
般
を
用
ひ
、
河
北
門
・
石
川
門
・
橋
爪
門
・三

之
丸
の
三
品
御
番
人
は
股
紗
小
袖

・
腕
上
下
を
着
る

が
、
儀
式
終
れ
ば
常
服
に
復
し
た
。

サ
ン
ガ
パ
バ
三
箇
馬
場

l
サ
ン
ポ
ウ
パ
バ

三
方
馬
場
。

ザ
ン
カ
ハ
ン
レ
イ

算
報
凡
例

三
加
。
亭
和
一
一
一

年
三
地
流
の
釘
者
宮
卦
安
務
が
、
升
政
・悶
法
・
阿
見

そ
の
他
に
闘
す
る
釘
法
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

サ
ン
ガ
ヤ
三
筒
屋

金
制
師
家
柄
町
人
の
一
人
。

家
仰
に
云
ふ
、
一
月
間
刷
は
木
下
九
兵
術
と
群
し
、
起
前

北
庄
に
居
住
の
郷
士
で
、
前
回
利
家
附
中
在
城
の
頃

侯
に
知
ら
れ
て
ゐ
た
捌
係
で
、
金
線
入
織
の
後
召
寄

せ
ら
れ
、
山
崎
町
の
角
屋
蚊
を
賜
は
り
、
町
人
と
な

り
、
三
町
民
九
兵
術
と
精
し
た
が
、
二
代
九
郎
兵
衛

の
時
、
究
ホ
十
二
年
の
火
災
後
甚
右
衛
門
坂
下
、
上

淀
川
御
門
の
附
近
に
二
十
間
四
而
の
地
を
拝
領
し
て

そ
れ
に
移
押
し
た
と
。
一
ニ
筒
屋
は
酒
又
は
米
を
管
業

と
し
た
が
、
五
代
目
に
同
町
獄
展
五
郎
兵
衛
が
四
代

九
郎
兵
衛
の
嗣
子
と
な
っ
て
か
ら
、
従
来
自
身
の
管

制
措
で
あ
っ
た
お
林
を
附
く
に
崇
っ
た
。
こ
の
五
郎
兵

衛
が
正
徳
五
年
の
桜
版
目
録
に
は
伊
勢
京
大
和
廻
り

高
野
和
紙
、
山
須
雌
明
石
鵡
州
各
所
型
倒

・
北
陸
道
江

サ
ン
ガ
ジ
三
箇
寺

前
則
氏
の
組
附
で
、
白
幽

寺
・天
徳
院
及
び
如
来
寺
を
い
」
。

叉
三
御
寺
と
も

1
』

》

コ

事
4
9
Z

‘

サ
ン
ガ
ジ
ウ
ケ
ト
リ
ピ
ケ
シ

三
箇
寺
詣
取
火
消

論
取
火
泊
。

↓
ウ
ケ
ト
リ
ピ
ケ
シ

サ
ン
ガ
シ
ョ
=
一
ク
所

加
良
部
の
公
邸
揚

・
町

合
前

川
下
に
あ
っ
た
牢
獄
を
い
ふ
。
公
車
場
は
公

車
場
穆
行
に
邸
す
る
高
等
裁
判
所
衆
牢
獄
で
あ
り
、

町
曾
防
は
金
禅
町
奉
行
に
臨
す
る
。
川
下
は
陪
川
川

下
の
際
内
一闘が
管
理
す
る
加
で
、
之
は
持
町
川
聞
阪
方
翠

行
の
所
管
で
あ
っ
た
。
御
都
奉
行

・
改
作
奉
行
等
所

管
の
犯
人
は
、
町
市
口
所
又
は
川
下
の
牢
を
伯
用
し
た

ら
し
い
。
=
一
ヶ
所
の
牢
屋
を
略
し
て
=
一
令
市
山
と
い
ふ
こ

と
は
、
三
一
令
所
の
御
用
箇
者
』
な
ど
h

用
ひ
た
例
が

戸
道
中
間

・
金
持
よ
り
中
仙
道
東
海
道
側

・
茶
之
湯

奥
義
勧
・
自
家
嬰
言
鋳
物
・
紅
策
賀
御
手
本
・常
用
御

手
本
・
筑
の
侮
女
手
本
・
掛
問
中
路
・
硯
の
海
女
手
本
・

年
代
一
覧
安
見
年
代
記
・
前
後
書
蔵
相
。
許
制
・

餌

革

担

立
山
制
定
之
悶
・
百
鮮
蹴

・
百
嗣
倒
・
辿

敏
雨
夜
記

・
岩
佐
詩
集
三
用
集
・
六
用
集

・
辿
倣

式
目
和
敬
抄
・
玉
津
嶋
和
歌
物
関
が

捧
げ
ら
れ
て
ゐ

る。サ
ン
ガ
ヤ
ノ
ツ
ジ
三
箇
屋
の
辻

金
問
上
桜
町

に
在
っ
て
、
水
摘
の
あ
る
辻
を
呼
ぶ
。
昔
此
の
辻
の

角
に
三
筒
墜
と
裂
す
る
老
舗
が
あ
っ
た
か
ら
こ
の
名

が
あ
る
。

ザ
ン
カ
ン
フ
ド
キ

フ
ド
ギ

麓
簡
風
土
記

惣
附
風
土
記
。

サ
ン
ギ
コ
ウ
ヰ
ン
ピ
ヨ
ウ

参
議
公
年
表

拳
路

公
御
年
表
は
菅
制
記
に
同
じ
い
。
叉
別
種
の
彦
総
公

年
訟
は
背
地
本
年
表
と
も
い
ふ
も
の
で
、刊円
地
根
幹

の
一
指
に
係
。
、
六
加
叉
は
五
加
に
な
っ
て
ゐ
る
。
何

れ
も
附
旧
綱
紀
の
誕
生
か
ら
苑
去
に
一か
る
ま
で
の
年

表
で
あ
る
。

』
ソ
ウ
コ
ク

サ
ン
キ
ヨ
ウ
カ
イ
三
器
要
解

天
明
=
一
年
宮
引

一

安
泰
の
し
者
。
=
一
擦
は
即
ち
尺
升
様
の
こ
と
で
あ
る
。

一

ザ
ン
キ
ン
コ
ウ
h
F
イ

参
勤
交
代
加
到
侯
の白書

一

助
交
代
は
、
第
永
武
鑓
に
よ
る
と
、
三
且
器
府
、
一一一

一

且
御
般
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
時
代
に
よ

一

っ
て
春
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
秋
に
な
っ
た
こ
と

一

も
あ
る
。
供
容
の
人
数
も
時
々
鐙
じ
た
稗
だ
が
、
文

一

政
十
年
の
行
列
附
で
見
る
と
、
上
は
老
臣
・
人
持
組
一

の
士
か
ら
、
下
は
茶
堂
坊
主
に
至
る
ま
で
、
滞
佼
一

に
直
開
削
す
る
も
の
百
八
十
五
人
、
そ
の
陪
臣
従
者
八
一

百
三
十
人
、
滞
の
仰
剛
夫
六
百
八
十
六
人
、
宿
綴
人
足
一

二
百
六
十
八
人
、
そ
の
外
に
家
中
の
馬
三
十
二
疋
、
一

締
結
百
八
十
八
疋
で
あ
っ
た
。

サ
ン
h
y
Z
ガ
シ
ラ
三
組
顕
年
士
の
御
前
畑
組
組
・

御
小
持
組

・
定
番
御
馬
廻
組
の
各
組
関
を
併
せ
て
三

組
一
朗
と
務
し
た
。

ザ
ン
ケ
イ
斬
刑

滞
政
時
代
に
析
刑
を
耕
せ
ら

れ
た
も
の
は
、窃杭町
・取
逃
・
謀

8
・諒
言
・貨
幣
股
這
・

殺
人
等
そ
の
額
額
一
々
恐
げ
得
な
い
。
こ
の
時
代
で

は
刑
と
持
と
の
意
義
を
混
じ
て
厨
た
か
ら
、
断
刑
は

A
'e 

普
通
断
罪
と
言
は
れ
、
中
期
以
前
は
叉
例
首
と
も
殺

智
と
も
い
う
た
が
、
後
刻
小国の
刑
名
は
犯
人
が
士
分

た
る
場
合
に
の
み
限
ら
れ
、
殊
に
捕
縄
を
打
ち
た
る

ま
i
h

刻
首
す
る
を
、
州
紳
首
と
も
純
懸
に
て
例
首
と
も

い
ひ
‘
犯
人
が
際
人
た
る
時
の
み
析
搾
と
群
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

サ
ン
ケ
ケ
イ
フ
三
家
茶
諮
一
加
。
白
山
・大
嬰

寺
・七
日
市
三
務
主
の
系
糾
で
あ
る
が
、
加
問
問
附
で

撰
述
し
た
も
の
と
見
え
て
、
各部川
の
記
録
と
異
な
っ

た
紡
が
あ
る
。

サ
ン
ゲ
ン
ジ
ヤ
ヤ
三
軒
茶
屋

羽
咋
郡
柴
垣
の

内
の
小
字
。

サ
ン
ゲ
ン
ミ
チ
三
間
道

金
襟
の
町
名
。
玉
宗

寺
前
か
ら
野
川
四
丁
目

へ
出
る
遣
で
、
拙
附
政
時
代
に

は
幕
府
巡
見
使
の
通
行
す
る
道
筋
で
あ
っ
た
。
初
め

家
数
が
三
軒
あ
っ
た
か
ら
得
た
名
で
あ
る
と
い
ふ。

サ
ン
コ
ウ
イ
ン
三
光
院

江
部
郡
那
谷
に
あ
っ

て
海
土
宗
に
開
削
す
る
。
側
五
日早
鵬
首
は
、
も
と
金
悌
三

先
寺
の
併
で
あ
っ
た
が
、
隠
桜
の
後
高
治
二
年
九百
院

を
創
立
し
た
。

ザ
ン
コ
ウ
ザ
ツ
キ
三
公
検
記
四
加
。
前
回
利

家
の
生
誕
し
た
天
文
七
年
か
ら
、
利
協
の
元
利
元
年

大
坂
の
役
に
主
る
ま
で
の
重
大
事
項
を
、
年
代
順
に

怨
い
た
も
の
で
、
消
息
・
法
文
な
ど
も
多
少
服
せ
ら

れ
て
居
る
。

サ
ン
コ
ウ
ジ

三
五
O

光
寺

金
制
仰
泉
寺
町
に
在
っ

て
、


